
お 知 ら せ

平成２３年５月１３日掲 載 日

除草機械の無料貸出第１号
～申込者へ機械の引渡を行いました～

平成２３年２月より太田川河川事務所で取り組みを開始している、除草機械の

貸出について、５月１２日に申込み第１号の方へ除草機械の引渡を行いました。

、 。除草機械は 申込者が河川敷で行うイベントの会場整備に使用される予定です

この取り組みは、河川を利用される皆様が利用に際して行われる除草作業等へ

の支援策の一つとして太田川河川事務所が所有する除草機械を無料で貸出を行う

ものです。

参考：平成２３年２月１８日記者発表

「太田川河川事務所が所有する除草機械を無償で貸出します」

http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/topics/press22/pdf/20110218josoukikaimuryou.pdf

写真：貸出用の除草機械）（
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